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産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会 

フロン類等対策ワーキンググループ（第１9 回） 

 

議事録 

 

日時：令和６年３月２２日（金曜日）10 時 02 分～11 時 18 分 

場所：オンライン会議 

 

議題 

（１） 「フロン類使用合理化計画」の取組状況及びフォローアップの見直しについて 

（２） プレチャージ輸入品に関する調査結果について 

（３） 2022 年における産業界の自主行動計画の取組状況について 

（４） オゾン層保護法に基づく 2023 年の割当て運用結果及び「特定物質等の破壊に関

する基準を定める省令」の一部改正について 

（５） 目標年度前に目標値を達成した指定製品について 

（６） 新たな指定製品の目標値及び目標年度の設定等について（案） 

（７） その他 

 

議事内容 

○事務局（兒玉）  それでは、定刻より少し過ぎてしまいましたが、これから産業構造

審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会第19回フロン類等対策ワーキンググループ

を開催いたします。 

 本日はお忙しいところ御参加いただき、ありがとうございます。私は、経済産業省オゾ

ン層保護等推進室の兒玉と申します。よろしくお願いいたします。 

 議事に入ります前に、まず委員の出欠状況の確認をさせていただきます。本日は全員御

出席のため、過半数の委員に御出席いただいており、定足数に達しておりますので御報告

申し上げます。 

 また、本日はオンラインでの開催とさせていただいております。開催の状況はインター

ネットで同時配信しております。 

 オンラインでの開催に当たり、何点か御協力をお願いいたします。通信環境の負荷低減
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のため、カメラは、映像は基本的にオフにしていただきますようお願いいたします。また、

ハウリング等を防ぐため、発言される場合以外は、マイクの設定をミュートにしていただ

きますよう御協力をお願いいたします。もし接続不良等のトラブルがございましたら、コ

メント欄にお名前と不具合内容を打ち込んでください。別途、事務局が対応させていただ

きます。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。委員の皆様には事前に資料をメールで

送付させていただいておりますので、そちらを御覧ください。また、説明時には画面上に

も資料を投影いたします。今、配付資料一覧を画面に表示させていただいておりますので、

何か不足等ありましたらコメント欄に御記入をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、開催に先立ちまして、事務局を代表して、経済産業省大臣官房審議官製造産

業局担当・浦田から御挨拶申し上げます。 

○浦田審議官  皆さん、おはようございます。製造産業局の浦田と申します。会議に先

立ちまして、簡単に御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、本日はお忙しいところ御参加くださいまして、また、日

頃から当省のフロン政策について貴重な御助言をいただいておりまして、大変深く感謝申

し上げます。 

 本日は、代替フロンの排出抑制に向けた最近の政府及び産業界の取組を報告させていた

だくとともに、フロン排出抑制法に基づく指定製品の追加についても御審議いただく予定

でございます。最近の取組内容につきましては、後ほど事務局から詳細について御説明を

させていただきますけれども、政府及び産業界それぞれで取組が進展した結果、代替フロ

ンの出荷相当量のみならず排出量についても、減少に転じるなどの成果も表れているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、御案内のとおり、キガリ改正に基づき2029年以降一段と削減目標が厳

しくなることを踏まえますと、より温室効果の低い冷媒の研究開発やその実装が求められ

ていくことになりますし、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制対策など、一

層の取組が必要となってまいります。 

 本日は、様々なお立場の委員の皆様から経済産業省の代替フロン政策について御助言を

いただく非常に貴重な機会であると考えておりますので、ぜひ忌憚のない御意見をいただ

きますと幸いです。本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（兒玉）  次に、委員とオブザーバーの御紹介ですが、今、画面に表示させて
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いただいております委員等名簿を御参照いただくことで割愛させていただきます。 

 なお、本日は鈴木オブザーバーが御欠席となっております。 

 本ワーキンググループでは、簡単な議事概要及び詳細な御発言を記載した議事録を作成

し、後日、公表する予定にしております。議事録案は、後日、事務局から委員及びオブザ

ーバーの皆様に御確認をいただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、齋藤座長に一言御挨拶をいただいた上で議事進行をお願いしたいと思います。

齋藤座長、よろしくお願いいたします。 

○齋藤座長  座長を仰せつかっております早稲田大学の齋藤でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 昨年になりますけれども、国連の事務総長が、いよいよ地球温暖化を超えて地球沸騰化

時代に入ったと。少々言い過ぎだと私は思ったのですが、それほど地球温暖化が非常に深

刻な状況を迎えていると思っております。当然できる限り早くフロン転換していかなけれ

ばいけないですし、フロンの排出抑制もしていかなければなりません。よりよい方向にで

きるだけ早く進んでいくことを常に期待しているところでございます。 

 本日は、多方面の皆さん御参加されておりますので、ぜひ忌憚のない御意見をいただけ

ればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが議事のほうに入っていきたいと思います。 

 まず、進め方としましては、報告事項である議事、議題１から５までを資料１から資料

５までを用いて事務局から一通り説明をいただいた後に、質疑応答の時間を設けていきた

いと思っております。その後、審議事項であります議題６を、資料６を用いて事務局から

説明した後に、質疑応答を設けたいと思っております。 

 それでは、事務局より資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○畑下室長  事務局である経済産業省オゾン層保護等推進室長の畑下でございます。そ

れでは、私から資料１から５まで、報告事項を通しで御説明いたします。 

 まず、資料１－１を御覧ください。こちら、例年報告している内容となります。 

 １ページ目を御覧ください。１ページ目にありますとおり、フロン類の製造・輸入事業

者38社から、2022年のフロン類出荷相当量の実績について聴取し、取りまとめました。

その結果、約3,188万ｔ-ＣＯ２となり、前年比約376万ｔ-ＣＯ２減、約10％の減少となり

ました。 

 ２ページ目を御覧ください。フロン類使用見通しとの関係をグラフにしています。
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2025年フロン類使用見通し2,840万ｔ-ＣＯ２の達成に向けて、順調に削減しているところ

です。今後とも、オゾン層保護法における割当制度の着実な運用により、2025年使用見

通し、2030年使用見通しを着実に達成していきます。 

 続いて、資料１－２を御説明いたします。 

 資料１－１でお示ししたように、毎年、フロン排出抑制法に基づき、フロン類の製造事

業者等にフロン類出荷相当量について報告徴収をし、フロン類使用合理化計画の取組状況

としてフロンＷＧで報告してきました。さらに、2019年以降は、改正オゾン層保護法に

基づき、フロン類の製造事業者等からＨＦＣの製造、輸出、輸入等の実績報告を受けるこ

ととなり、フロン排出抑制法に基づく報告徴収の結果とほぼ同等の情報を得られるように

なったことから、原則、毎年行っていたフロン類出荷相当量等の報告徴収は行わないこと

とします。 

 ２ページ目を御覧ください。こちらは現状のフロン類使用合理化計画フォローアップの

流れに、今後行わない報告徴収部分を赤線で囲いました。 

 続いて、３ページ目を御覧ください。こちらは変更後のフォローアップの流れとなりま

す。 

 ４ページ目を御覧ください。こちらはオゾン層保護法とフロン排出抑制法を比較した資

料となります。御覧のとおり、ほぼ同等の情報を得られています。 

 続いて、資料２を御説明いたします。こちらも例年報告している内容となります。 

 エアコンや冷凍冷蔵機器などの機器に既にチャージされて輸入されるフロンは、オゾン

層保護法や使用合理化計画の対象ではありませんが、大量に入ってきていいというもので

はないことから、どの程度輸入されているかを業界団体を通じて把握しています。 

 結果は２ページ目に記載していますが、令和４年度は前年度に比べて5.6％、プレチャ

ージフロンの輸入が減少しました。前年度に比べて唯一増加した業務用エアコンについて

は、製品の輸入台数の増加に伴い冷媒量が増加しました。一方、自動車用エアコンについ

ては、乗用車の輸入減少に伴い冷媒量が減少しました。 

 平成28年度以降初めて減少に転じたものの、輸入製品にチャージされた形で高ＧＷＰ

のフロンが大量に輸入されることのないよう、引き続き監視していきます。 

 続いて、資料３－１を御説明いたします。 

 資料３－１が取りまとめ資料で、資料３－２が背景となる個別のデータ、資料３－３が

各業界から提出された自主行動計画となります。資料３－１の１ページ目で説明していま
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すが、京都議定書目標達成計画に基づいて、関係する産業界の14団体が策定した自主行

動計画で、2020年、2025年、2030年を目標年とした計画となります。その進捗状況を毎

年フォローして、フロンＷＧで報告しています。 

 こちらは、ＨＦＣだけでなく、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六フッ化硫黄（ＳＦ

６）、三フッ化窒素（ＮＦ３）の４ガスについてフォローしています。2022年の排出量は、

前年比で約1.4％減少しました。 

 ちょっと飛ばしまして、４ページ目の参考１を見てください。排出量が減少した主な要

因としましては、特に代替フロン（ＨＦＣ）の排出量の減少による寄与が大きかったと考

えています。2009年以降増加の一途をたどっていましたが、初めて減少に転じました。

一方、ＰＦＣやＮＦ３が増加していますが、もともと排出量的に少なく、増加分も量の観

点で見ればわずかとなります。ガス種別や用途別のデータを参考で添付しているため、御

参照いただきたいと思います。 

 14団体の取組内容を一覧にまとめたのが、２ページ目から３ページ目です。昨年度に

比べて目標達成した団体が１団体増え、９．の自販機工業会さんが新たに追加され、10

団体が目標を達成したものの、残りの４団体がまだ未達となっております。このうち、ウ

レタン工業協会さんや自動車工業会さんのように既に指定製品化されたところについては、

指定製品の目標年度までにはきちんと目標が達成されていくと期待しています。その他の

２団体についても、個社事情はあるものの、それぞれに対策を取っていると聞いておりま

す。引き続きフォローをしていきたいと思っております。 

 また、既に目標を達成済みのところについても、さらなる深掘りが可能なのか、それと

も、蛇口が絞られてフロンそのものが削減されていく中で自然と減っていくのか、それぞ

れに事情があるであろうところ、引き続きの連携を進めてまいりたいと思います。 

 参考１～参考３の棒グラフのバックデータや14団体個別の事情や取組については、資

料３－２及び資料３－３にまとめておりますので、御関心のある業界があれば、こちらを

御覧いただければと思います。 

 続いて、資料４－１を御説明いたします。 

 モントリオール議定書の上限値を超えないよう、オゾン層保護法で製造量と輸入量を割

り当てるとともに、割り当てた企業から毎年実績報告を受けて、これを集計し、まとめて

います。その結果がこちらのスライドで、緑の階段状に示しているのがモントリオール議

定書キガリ改正の上限値、いわゆるキガリの階段でございます。 
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 まず、１ページ目が消費量の割当てと実績です。ここでいう消費量は、モントリオール

議定書の定義に基づいて「製造量＋輸入量－輸出量」となっており、１年間で日本国内に

どれだけのフロンが新たに発生したかということです。 

 下の図のとおり、2022年は3,985万ｔ-ＣＯ２を割り当てたのに対し、消費量の実績が

3,126万ｔ-ＣＯ２であり、確実に割当量を下回っています。2023年の割当ては3,628万ｔ-

ＣＯ２としており、2024年のキガリの階段は着実に下りられるようにしています。むしろ、

2029年に上限値がガクッと下がるので、ここで天井に頭をぶつけないよう、今のうちか

ら徐々に下げていくことが必要となります。 

 ２ページ目は、生産量の割当てとなります。こちらには輸出用に製造されたものも含ま

れており、ＨＦＣの世界需要に影響されます。2022年は、3,723万ｔ-ＣＯ２の割当てに対

し、実績は3,057万ｔ-ＣＯ２で、割当ても上限値も確実に下回っています。2023年は、引

き続き輸出需要を見込んで3,695万ｔ-ＣＯ２を割当てています。2024年にキガリの階段が

ガクッと下がりますが、上限値を超えないように製造業者各社と調整済みであります。 

 ３ページ目は、冷媒種ごとの製造量・輸入量の実績で御参考まで。 

 ４ページ目は、ここ３年間における冷媒種ごとの価格動向で、日設連さんの御協力を得

て追跡しています。需給の季節的な変動に合わせて多少の凸凹はありますが、基本的に販

売価格の急激な高騰の傾向は見られませんが、今後もモニタリングを継続していきます。 

 続いて、資料４－２でございます。 

 オゾン法では、モントリオール議定書の決議に基づき規制物質の破壊技術を省令で定め

ていますが、令和５年10月に開催された第35回モントリオール議定書締約国会合におい

て、破壊技術のうちポータブルプラズマアークの削除及びセメントキルン焼却の追加が決

議されたことを受け、省令の一部を改正することとしました。 

 ２月１日から29日までのパブコメ期間中に特段の意見はなかったため、モントリオー

ル議定書の決議案の内容に沿って改正し、今月中には公示予定です。 

 続いて、資料５を御覧ください。こちらはフロン排出抑制法の指定製品制度に関するも

ので、目標年度前に目標値を達成した指定製品について御報告いたします。 

 硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機は、2020

年に目標年度2024年度、目標値100と設定されました。 

 国の調査において、一般社団法人日本自動販売システム機械工業会さんに冷媒の転換状

況を確認しましたところ、ＨＦＣからＨＦＯ、シクロペンタン又はＣＯ２発泡による硬質
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ポリウレタンフォームを用いた自動販売機に切り替えられており、既に目標値を達成して

いることを確認しました。 

 ここまでが報告事項となります。 

○齋藤座長  ありがとうございました。 

 それでは、質疑応答のほうに移っていきたいと思います。御発言される方は、挙手ボタ

ンでお知らせください。挙手いただいた方から順に指名をさせていただきます。もし御質

問いただく際に配付資料の中で関連するページがございましたら、資料番号とページ番号

を明確にしていただいた上で質問いただけますと質問箇所が明確になりますので、御協力

いただければと思います。 

 そうしましたら、まず高島委員、よろしくお願いいたします。 

○高島委員  JRECO 高島です。よろしくお願いします。 

 資料３－１の４ページですが、ここでＨＦＣが前年比1.7％下がったとのことですけど、

今までで初めて多分下がっていると思うんですけれども、この下がった要因というのを分

かったら教えてください。 

○齋藤座長  そうしましたら、事務局からお願いします。 

○畑下室長  御質問ありがとうございます。今年だけ下がったのか、それとも継続して

減っていくのか今後とも継続して見ていかなければならないんですけれども、まずは今年

下がった要因としましては、１ページ目の３ポツに書いてありますとおり、オゾン層保護

法やフロン排出抑制法に基づく政策効果が一定程度出たからではないかなと考えておりま

す。もちろん、我々の施策のみならず14団体の業界の方々が、こちらの自主行動計画に

基づいてそれぞれ目標を達成していただいているということも、大きな効果ではなかった

かなというふうに判断しております。我々としましても、今後とも引き続き対策をしっか

り講じながら、フロンの排出が継続的に減少されるように取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

○齋藤座長  ありがとうございます。よろしいですか。 

○高島委員  ありがとうございました。 

○齋藤座長  そうしましたら、次は戸井崎オブザーバー、よろしくお願いいたします。 

○戸井崎オブザーバー  東京都の戸井崎でございます。今のに関連して、私ども自治体

の観点からすると、今回非常に下がったということは非常に喜ばしいことかなと思ってい

まして、これも皆さん、フロンの使用機器を多数持っている事業者の皆様が管理を徹底し
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たのと、我々の立場から言えば、建物の解体現場でのフロンの回収が進んだものが大きい

のかなということは認識しておるところでございます。 

 ただ、いろいろ中小・零細事業者、我々が立ち入ったりなんかしていると、無料回収業

者にこういった機器をかなり譲渡して、ヤード等でフロンを回収せずに解体していたと、

そういった事例があって、今後も引き続き国や業界の皆様と連携して法の徹底に取り組ん

でいきたいなというふうに我々考えている次第でございます。 

 それから、ちょっとこれはお願いなんですけれども、同じくこの資料の参考２と３に関

連して、代替フロン等の用途別の排出量、代替フロン等の要因別排出量、こういうものを

地域や事業者の規模で細分化して分析していただいて、そのデータを公表していただける

と、我々自治体や事業者の皆様にとって、効果的な削減により一層取り組めるかなという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいなと、御検討していただければなとい

うふうに思っている次第でございます。 

 以上です。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 コメントございますか、事務局のほう。 

○畑下室長  戸井崎オブザーバー、ありがとうございました。我々としましてはこうい

った事例については承知をしておりますし、環境省と連携しながらこういった事例をしっ

かり承知しながら取組をしていきたいなというふうに考えておりますので、引き続きやっ

ていきたいというふうに考えています。 

 また、いただいた御意見ですけれども、我々が推計をしている部分ですで、どういった

形でデータを公表できるかも含めて検討させていただきたいと思っております。 

○戸井崎オブザーバー  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そうしましたら、次は錫木委員、よろしくお願いいたします。 

○錫木委員  ＮＡＣＳの錫木でございます。昨年度、前回までの大石委員から替わって

参加しております。よろしくお願いいたします。 

 関連して資料３－１について御質問と、あと、ごく基本的なところで１－２について質

問をさせていただければと考えています。 

 まず、３－１なんですけれども、６ページ目の要因別のグラフがございますけれども、

自主行動計画に基づいて着実に減らされていた対象、国際的な目標を下回っているという
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のは非常に心強いなと思っているんですけど、こちらの廃棄、緑色のグラフが若干増えて

いるように見えて、何となく取り組みされている内容と違和感といいますか、廃棄で増え

てしまっているのがなぜだろうと思いましたので、もし分かりましたら教えていただけれ

ばと思います。 

 あと、自主行動計画と関係ないかもしれないんですが、能登半島地震みたいなところで

災害に伴って災害廃棄物が大量に出ると、それに伴ってフロンも大量に排出されるおそれ

があるんではないかなとちょっと思っておりまして、その辺りがこういった数字に入って

いるのか入っていないのかというところも教えていただければと思います。これが３－１

についてでございます。 

 １－２につきましては、すみません、続けて御質問してしまいますけれども、１－２の

４ページ目、オゾン層保護法の実績報告との比較というところで、二重に処理をされるよ

りは、効率的に負担軽減をして取り組まれるというのはよいかなと思っております。ただ、

この両方の数字でほぼ同じだというところなんですが、定量的にどのくらい差異があるの

かというのがもし分かれば教えていただければという御質問です。 

 以上２点です。よろしくお願いいたします。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そうしましたら、事務局よりよろしくお願いいたします。 

○畑下室長  １点目の廃棄が増えている理由ですけれども、廃棄の出し方については、

毎年の機器の出荷台数から機器別の耐用年数に応じて廃棄される時期を考慮して、廃棄台

数として推計をし、フロン回収量は把握しているため、回収されなかった分を廃棄時排出

量であるという考え方で算出しているところです。そのため、これだという理由がまだ特

定はできないんですけど、そういった推計に基づいて出しているということを御理解いた

だければなというふうに考えております。 

  

 ２つ目ですけれども、御質問が災害の能登半島地震のあれですけれども、そちらの数値

については、こちらのデータには入っておりません。 

 ３つ目ですけれども、今までのフロンＷＧのほうで差のデータについては公表しており

ますので、もしお分かりにくいところがありましたら、後ほど、こちらからその部分につ

いてお知らせしたいと思います。 

○錫木委員  ありがとうございました。２点と言いましたが３点でした。失礼しました。
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３つ目のところは細かい差かなと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願い

いたします。 

 あとは、廃棄のところも推計というところで承知いたしました。耐用年数なども関係し

ているので本当に出てきているわけではなく、まだ市中にあるのかなというふうにも思い

ましたので、回収を把握されているというところで、御説明ありがとうございました。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そうしましたら、田辺委員、よろしくお願いいたします。 

○齋藤委員  退室されてしまいましたね。では、また後にお回しするということで、そ

のほか、御質問等ございませんでしょうか。 

 木場委員、よろしくお願いいたします。 

○木場委員  ありがとうございます。木場でございます。冒頭、私のことを発見してい

ただけなくて、入り直そうと思って退出をしていた結果、入室できなくて報告事項を全部

聞けなかった状態で大変申し訳ないのですが、事前の資料を見てのコメントでよろしいで

しょうか。申し訳ありません。 

○齋藤座長  結構です。よろしくお願いします。 

○木場委員  資料番号の１－１なんですが、私は今回初めてメンバーに入れていただい

たので、本当に初歩的なところからの質問等になって失礼もあるかもしれませんが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 ２ページでございます。「22年の評価及びフロン類使用見通しとの関係」というところ

で、下のグラフについてなんですが、これはモントリオール議定書というところが関係し

ていると事前に伺っておりますが、素人目に見て、結構この階段が激しいなというのを率

直に感じたところでございます。 

 2024年からの部分に関しては－40％、次のところはすぐ70％と、結構激しい、厳しい

規制というか削減が要求されているなというのを感じました。これに皆様御対応されてい

くに当たって、この資料に書いてあるとおり、冷媒の中身をどうするかという点が１つと、

それからフロンの使用量、つまり量の問題ですね。双方で対応していくことになると思わ

れますが、そこのトレンドというか流れの部分が私はまだよく分からないので伺いたいと

思います。特に使用量の見通しが自然に、赤い斜めのグラフのように、ちゃんと70％に

対応するように減っていく形になっていますが、ここの部分はどういう見通しの上でこう

いう数値を出したのか。 
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 つまり、数字に入っているのは、人口減少社会に対応して減っていくだろうとか、ある

いは産業界も何か違った傾向があって減っていくだろうとか、あるいはグリーン冷媒が増

えてＣＯ２が減ると思われるとか、そう予測する根拠が読めないので、どなたか御説明し

ていただけると理解が深まると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そうしましたら、事務局より説明をよろしくお願いいたします。 

○畑下室長  木場委員、ありがとうございます。こちらのフロン類使用見通しというも

のは、各事業者さんが目指していただきたい削減見通しとなっております。我々、ここで

定めている2025年と2030年というのを約５年前に定めました。こちらの見通しに沿って

各社さんに製造の割当てという形で、まずは製造を、蛇口の部分ですけどまずは押さえて

いただくという取組と、もう一つ「指定製品制度」とここに書いてあるんですけど、後ほ

どちょっと御説明いたしますけれども、より低ＧＷＰ、要は実トンを減らしていくという

ものとともに低ＧＷＰのほうに転換していただきたいということの取組、主にはその２つ

を取り組んでいただいているというところでございます。 

 併せて国としましても、低ＧＷＰの新しい冷媒の開発ということも、メーカーの方が中

心になっていただいていますけれども、それを予算といろいろな技術開発の観点からサポ

ートさせていただきながら、その開発に全力を今傾けているという状況でございます。 

 事務局からの説明は以上となります。 

○木場委員  ありがとうございます。そうしますと、70％、素人目には大変な数字に

思えますが、今の複合的な様々な取組によって、そう難しいわけではないというふうに捉

えてよろしいんでしょうか。少し難しい質問かもしれませんね。すみません。 

○岡田オブザーバー  日本冷凍空調工業会の岡田と申します。私どもメーカー団体なん

ですけれども、今のグラフでいきますと、実績のところが順調に右肩下がりで来ておりま

して、3,188万ｔ-ＣＯ２というところまで来ておりますけれども、これは後ほどまた御説

明あるかと思うんですけれども、指定製品ということでいろいろな冷凍空調機器で使用し

ております冷媒、これを温暖化係数の小さいものにどんどん減って切り替えてきた結果の

一つがこのグラフに表れているというふうに見ております。 

 今、木場先生おっしゃったように、このペースで行けばどんどん行くじゃないのという

ふうには見えるんですけれども、実際はここからさらに追加の対策を打っていかないと、

ここで安心していますとこのまま横ばいになる可能性も十分ありますので、ここは私ども
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メーカーのほうは、非常に厳しいステップというふうに見ております。特に2029年とい

うのは、数字がありますように基準値より70％も削減ということで、ここについてはま

だ、正直言うと、具体的にこうやれば解決できるというめどが立っているわけではないと

いうことで、非常に厳しい状況だという御認識を持っていただければと思います。 

 以上です。 

○木場委員  どうもありがとうございました。業界さんの状況が非常によく分かりまし

た。御説明どうもありがとうございました。 

○齋藤座長  どうもありがとうございます。 

 そうしましたら、次は岡本委員、よろしくお願いいたします。 

○岡本委員  住環境計画研究所の岡本です。昨年までは弊社の中村が委員でしたが、今

回替わりまして、私が参加しております。よろしくお願いします。 

 かなりの部分、今の木場委員からの質問にもかなり重複してしまうかなと思っているん

ですけれども、今のところ順調に削減が進んでいるというふうに思われていて、それは非

常にすばらしいなと思っています。産業界、各団体様の自主行動計画につきましても、そ

の達成状況、非常に敬意を表したく存じますが、これからヒートポンプ需要そのものは減

るわけではなくて、というか、ますます増えるのではないかと思われる中で、2029年の

大幅減というのを想定しますと、これから先の削減対策というのは総力戦になるんではな

いかなというふうに思っています。 

 今ここで議論されていることの主たる部分というのは上流側、冷媒の転換及びそれに伴

う上流側の対策ということになると思うんですけれども、冷媒の問題は、実際、洋服で言

いますと同じ服が全員に似合うわけではないというのと同じで、特に既設の設備に関しま

しては、今まで使ってきた冷媒に適した仕様で造られていたわけですので、冷媒だけ変わ

っても何も問題がないということはないんじゃないかなというふうに思っていまして、そ

う考えると、上流の対策というものは、広い視点で見ると単純に積み上げられるというわ

けではなくて、何かとトレードオフになって、どこかへしわ寄せが生じるということもあ

るのではないかなというふうに思っています。 

 資料３－１を見ていましても、上流で何とかなる問題ではなくて、資料３－１、６ペー

ジ目、使用時・廃棄時といった中・下流側を何とかしなきゃいけない状況というのが見え

る中で、上流の対策というのが、今後、下流に何か影響し得る場合というのもあるんじゃ

ないか、例えば既設の空調の場合は、配管が古いという問題もあって漏えいのリスクが高
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いので、新しい冷媒、微燃性冷媒ということが多いかと思うんですけれども、そういった

ものに、漏えいにどう備えるのか、また既設のものをどこまで使わないといけないのかと

か、配管の補修とか整備ってできるのかとか、そもそも違う方式、ＡｉｒＴｏＷａｔｅｒ

のような方式というのが考えられないのかとか、ユーザーにどのぐらい受容されるのかと

いう、視点を広げて対策を考えていくことが必要になってくるのかなというふうに思って

います。 

 この辺り、どこまでが経産省さんの範疇で、どこからが環境省さんとか国交省さんの範

疇なのかというのは、まだ私は分かってないところがあるんですけれども、少なくともこ

ういうことを考えていくと、密接な連携が必要であることは間違いないのかなと思ってお

りまして、こういった横断的な議論って急場しのぎでできませんので、今のうちからしっ

かり進めていくことが重要かなと思っております。 

 すみません、単なる感想になってしまったんですけれども、既にこれまでＷＧで議論さ

れていたようなことでしたら申し訳ありません。以上です。 

○齋藤座長  大変御貴重な御質問ありがとうございます。 

 そうしたら、まず、事務局から御回答いただければと思います。 

○畑下室長  では、まず事務局から御回答させていただければと思います。御指摘あり

がとうございます。我々も全く同じ考えで、上流対策のみならず中・下流の対策というの

も、今後の非常に厳しい階段をくぐるためには必要なことというふうに考えております。

以前、フロン法を改正したときも、まさにこういった漏えい対策が一番の問題として、背

景として改正しております。まさに使用時の漏えいというのが大きな問題になって、これ

をどう防ぐ、これを減らしていくのかというところが法改正の一番メインだったわけです

けれども、そういった法改正をして、それ以降、少しずつですけれども漏えい量というの

も減ってきております。こういった対策を地道に引き続きやりながら、中流・下流対策に

ついて環境省と連携しながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 オブザーバーの岡田さんのほうからも、一言ありますでしょうか。いかがですか。 

○岡田オブザーバー  岡田でございます。今、岡本委員のほうから御指摘のあった内容

というのは、まさにおっしゃるとおりそのもので、我々も同じような認識でおります。 

 先ほどの資料のところでもそうなんですけれども、私どもメーカーというのは、工場で

新製品として冷媒を封入して出荷をするわけですけれども、市場では、ここにありますよ
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うに、使用時にサービス用として使われるケースもそれなりの量があるという認識でおり

ます。ですから、新製品の冷媒を切り替えるという部分と、市場で先ほど岡本委員言われ

たような既設の設備からの漏えいをいかに防止するかということで、今、フロン排出抑制

法等では点検の義務化等がされていますけれども、我々メーカーとすると、例えば漏えい

検知システムというようなことで、冷媒が漏れたときに速やかに検知をして管理者の方に

通知をするとか、そういったいろいろな工夫。それから漏えいに関しては、工場でしっか

りとした管理をすることはもちろんですけれども、いろいろな場面で設備業者の方々への

教育、研修、そういったものも充実して、既設の漏れについてはいかに漏れないようにす

るか、新製品は冷媒を低ＧＷＰのものに替えるかという総合的な対策が必要になります。 

 また、ちょっと長くなりますけれども、既設のところにつきましては、レトロフィット

という形で冷媒を同じものに入れ替えるのではなくて、よりＧＷＰの低い冷媒に切り替え

るというようなことも、施策としては今取り組んでいるところですけれども、ここは先ほ

どおっしゃられたように、何の冷媒でも使えるようになるということではございませんの

で、高圧ガス保安協法など法律的な部分の制約もありますので、そういったところとも連

携を取りながら、徐々にそういった実際の既設の設備であっても、よりＧＷＰの低い冷媒

に置き換えるというような施策も打っております。 

 ちょっとまとめになりますけど、とにかくいろいろな手段を講じていかないと、先ほど

の70％というのは非常に厳しい目標であるという認識ですので、何かこれをやれば全て

解決という、そういうような打出の小槌みたいなものはございませんので、この辺は関連

省庁、関連業界、それから管理者含めたいろいろなステークホルダーの方とよくコミュニ

ケーションを取って対策を取っていかないと、なかなかこれは厳しい課題であるという認

識でございます。 

 ちょっと長くなりまして申し訳ございません。以上です。 

○岡本委員  ありがとうございます。 

○齋藤座長  よろしいですかね。 

 そうしましたら、田辺委員、聞こえておりますか。 

○田辺委員  聞こえております。 

○齋藤座長  よろしくお願いいたします。 

○田辺委員  資料２になりますけれども、プレチャージ輸入品に関する調査ということ

で、輸入量の把握が困難であるという中で出された数値としまして、業務用エアコンが前
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年度比34.8％の増となっております。こうしたプレチャージ輸入品におけるフロン対策と

いうものの対応及び対策というのはどのようになっているのかをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そうしましたら、事務局よりよろしくお願いいたします。 

○畑下室長  御意見ありがとうございます。今回、このプレチャージ品の調査につきま

しては、以前のフロンＷＧで御指摘いただいて、プレチャージ輸入品については、規制の

範疇外ではありますけれども国内に与えるフロンの影響があるということで、平成27年

度から定期的に毎年、こういった形でプレチャージ輸入品の量を把握しているところ令和

４年度に初めて減少に転じたところでございます。その大きな原因としましては、家庭用

であったり業務用であったり自動車用エアコンというところが大きな減少に転じたところ

ですけれども、一方で業務用エアコンについては、ちょっと増加に転じているということ

でございます。これについては、下のメーカーコメントに書いてありますとおり、輸入が

増加したというところが大きな増加となっております。これに対する対策というのは、基

本的にはメーカーの方々の御判断に委ねられているところがありますけれども、輸入品が

指定製品制度の対象であれば、指定製品制度の中で規制をして、より低ＧＷＰのものに置

き換えていくように対策を講じているところでございます。 

 以上でございます。 

○齋藤座長  ありがとうございます。よろしいですか。 

○田辺委員  ありがとうございました。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 そうしましたら、宮崎委員、よろしくお願いいたします。 

○宮崎委員  よろしくお願いします。初めての参加ですのでちょっと概要的な質問で申

し訳ありませんけれども、資料１－１の２ページ目のところで、先ほど来話題になってい

る削減というところで、資料の青く囲ってある最後のところに、国のバックアップという

ようなことが書いてございます。 

 私の質問は、この後いろいろ代替品に置き換わってきている一方で、ＰＦＡＳの規制で

すとかいろいろほかの要因も合わさってくると思うんですけれども、その際に、バックア
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ップというのは具体的にどういうものだというふうに予想すればよろしいんでしょうか、

という質問です。よろしくお願いいたします。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そうしましたら、事務局より御回答よろしくお願いします。 

○畑下室長  御質問ありがとうございます。我々のこの取組のバックアップというのは、

ちょっと抽象的で申し訳ございません。具体的には、先ほどちらっと御説明をしたんです

けど、ＮＥＤＯプロを通じてバックアップをさせていただいているという趣旨でございま

す。2023年度から５年計画で、ＮＥＤＯのほうで新しい冷媒の開発をしております。そ

の開発に係る費用につきまして、国のほうで予算を取りましてバックアップをさせていた

だいており、その新しい冷媒が開発されれば、より厳しいキガリの階段を達成できる見込

みというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○宮崎委員  ありがとうございました。追加で申し訳ないんですけれども、そのプロジ

ェクトで開発されている新しい冷媒というのは、どういう方向性なんでしょうか。ＰＦＡ

Ｓ規制に引っかからないというようなものになってくるんでしょうか。それとも、いろい

ろな方向性を探っているという状況なんでしょうか。 

○畑下室長  我々は、ＰＦＡＳやＦガスの規制についてはウオッチしているところなん

ですけれども、まずは従来開発したＨＦＯという、ＨＦＣに替わる低ＧＷＰの冷媒を開発

しているところでございます。これは開発できるかどうかまだめどが立ってないところで

はあるんですけれども、まずはここをしっかり開発できるように取り組んでいきながら、

PFAS規制などの規制をしっかりウオッチしながら、新しい冷媒の方向性について検討し

ていきたいというふうに考えております。 

○宮崎委員  分かりました。どうもありがとうございました。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 どうも貴重な御質問等、大変ありがとうございます。 

 では、錫木委員のやつは後ほど、事務局から。数量の違いですかね、御回答させていた

だくということでよろしくお願いいたします。そうしましたら、次にまた進んでまいりた

いと思います。 

 次の審議事項であります議題６「新たな指定製品の目標値及び目標年度の設定等につい
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て（案）」でございますが、事務局より資料６を用いて説明をしてもらいたいと思います。

よろしくお願いします。 

○畑下室長  こちらは審議事項になります。これまでの指定製品化は、機器ごとに技術

的に冷媒代替が難しい区分を除外するため、セグメントを細かく分けていくことにより指

定対象を拡大してきました。そのような実績を積み重ねた結果、既に指定した製品で培わ

れた低ＧＷＰ冷媒対応技術の確立や安全性の確保措置によって、対象外としていたセグメ

ントについても指定対象とすることが可能となりました。 

 このような状況を踏まえ、今回は新たな指定製品の提案に加え、指定製品の区分を分か

りやすくするための大括り化の提案も行います。この後、日本冷凍空調工業会さんから図

入りの分かりやすい資料で御説明いただきますが、まずは全体像を一通り御説明いたしま

す。 

 表中の下線部が、今回追加指定の提案を行うものです。 

 １つ目は、中央方式エアコンディショナーのうち容積圧縮式冷凍機を用いるもの。第

17回フロンＷＧにおいて中央方式エアコンディショナーが指定された時点では除外され

ていましたが、その後、日冷工のリスクアセスメントにより、Ｒ32などの微燃性冷媒に

対応する安全規格が当該区分にも適用され、上市のめどが立ったことから、今回、2029

年度までに目標値750と設定いたします。 

 ２つ目は、ガスヒートポンプエアコンディショナー。こちらも製品の種類ごとに、低Ｇ

ＷＰ冷媒に対応する固有技術の確立や安全性確保が必要とされていたところが対応可能と

なったため、既設配管を流用するもの以外については指定製品の対象とし、2029年度ま

でに目標値750と設定いたします。 

 ３つ目は、設備用エアコンディショナー。こちらもガスヒートポンプエアコンディショ

ナーと同様の状況であることを踏まえ、既設配管を流用するもの以外については指定製品

の対象とし、2029年度までに目標値750と設定いたします。 

 また、次の中央式冷凍冷蔵機器については、有効容積が５万立米以上の冷凍冷蔵倉庫に

出荷されるもの以外の指定をどうするか、従来より課題となっていた分野でありましたが、

今回切り込みました。ただし、製品の種類が多様であり、メーカーによって得意とする製

品特性が異なるため、製品によって効率性を担保しながら使える冷媒が異なるため、包括

的に目標設定することが難しいことから、遠心式圧縮機を用いるもの、容積式圧縮機を用

いるもののうちスクリュー式又はそれ以外の３つに区分し、目標値・目標年度を設けるこ
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ととします。 

 遠心式圧縮機を用いるものについては、ＨＦＯ-1234yf、ＨＦＯ-1234zeの冷媒転換の目

処が立ったことから、2029年度までに目標値100とします。容積式のうちスクリュー式圧

縮機を用いるものは、Ｒ454Ｃなどの冷媒への転換めどが立っていますが、上市までに期

間を要するため、2031年度までに目標値150とします。最後に、容積式のうちスクリュー

式以外のものについては、Ｒ32への転換を想定し、2029年度までに目標値750とします。 

○齋藤座長  ありがとうございました。 

 続きまして、日本冷凍空調工業会から資料が提出されておりますので、岡田オブザーバ

ーより説明をお願いいたします。 

○岡田オブザーバー  日本冷凍空調工業会・岡田でございます。資料に基づきまして、

ただいまの畑下室長様の説明の補足をさせていただきます。 

 今日は、全部で６つの製品カテゴリーで御紹介させていただきます。初めに１番目でご

ざいますけれども、店舗・事業所用エアコンということで、これは既に指定製品としての

目標設定が済んでいるものでございますが、順番に青い部分、オレンジの部分、緑の部分

ということで、順次、指定・承認されてきております。これはかなり床置型を除外したと

いうような形で、３番が最後になっておりますけれども、これを先ほど室長のほうから御

説明がありましたように、目標達成年度が来た段階で大括りにして、今は細分化されてい

ますけれども、ひとくくりで店舗・事業所エアコンにしようというような内容でございま

す。 

 次、お願いします。２つ目が中央方式のエアコンディショナーということで、これは容

積式圧縮機。これは通常の一般的なタイプですけれども、これにつきましては、既に⑤と

して27年度に目標ＧＷＰ750というのは設定済みですけれども、これにつきましても、図

でありますように、日頃目にする機会が少ない機械だと思いますのでなかなかイメージが

つかみにくいかもしれませんけれども、⑤のところが代表的なところとして既に設定をさ

れた青いところですけれども、それ以外に同じ中央方式のエアコンディショナーといって

もいろいろなタイプ、用途ごとに細分化されましたいろいろな種類がございまして、これ

を今回は改めて29年度目標値750に設定しようということでございます。こちらにつきま

しても、最終的に⑤が目標に達した段階で大括り化してはどうかというところでございま

す。 

 次、お願いします。次は３つ目になりますけれども、ビル用マルチエアコンということ
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で、これは既に2025年度の目標ＧＷＰ750というのは設定されておりますけれども、これ

は新築対応、冷暖切替えのみということで、ここで書いております青いところのかなり限

定されたゾーンで設定をされております。 

 これは先日、２月に開催されました私ども主催の展示会でも、３社ほどから既に製品発

表されておりまして、この年内には発売という段取りになっております。これも先ほどと

同様に、⑧の部分、新築対応という中でも冷暖房が同時にできるタイプ、あるいは寒冷地

タイプ、水で冷却する水冷タイプ等々いろいろな種類があるんですけれども、これを全て

細分化して指定製品化するというよりも、全部まとめて今回の審議会で、27年度⑧の緑

色の部分を指定製品として──すみません、ここは前回設定済みですね、申し訳ありませ

ん。ここのところは既に設定済みという形になっております。 

 残るところが、一番右に書いてございますけれども更新用、建物を改装したりするとき

の更新用というもの。これは既設されております配管を使うということで、ちょっと新築

対応とはまた違う課題があるということで、ここにつきましては、また引き続き、関連し

ますステークホルダーの皆様に課題を議論していただきながら進めていくというところで

ございます。 

 次、お願いします。次が４つ目のタイプになりますけれども、ガスエンジンヒートポン

プエアコンディショナーということで、これは圧縮機の駆動源としてガスで駆動しますエ

ンジンを使ったタイプの業務用のエアコンディショナーになります。こちらにつきまして

も、青い部分の新設用の冷暖房の切替えタイプと、一番基本となるモデルが既に指定製品

設定済みですけれども、こちらの機種のバリエーションが、赤い枠で囲っておりますよう

に非常に多種多様になっておりまして、これらを今回、29年度の指定製品に設定してい

ただければどうかということでの内容になっております。 

 こちらも同じように、⑨が達成いたしました27年度に大括り化ということで、全体を

統合した形で指定してはどうかというところです。こちらも一番右の更新用というのが、

まだ課題としては残っております。 

 次、お願いします。次が５つ目のカテゴリーですけれども、設備用のエアコンディショ

ナーということで、こちらの青い部分、既に設定済みの部分ですけれども、右の⑫のとこ

ろ、こちらも同様に非常に多くの機種、バリエーションがございますので、これらは今回

まとめて指定製品化するという形の御提案になっております。 

 次のページも、引き続きまして同じ設備用エアコンディショナーなんですけれども、こ
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れはユニットのタイプが分離型、要するに室外機と室内機に相当する部分が分離型のもの

と一体型のものということで、１ページ目のほうから続けてきますけれども、非常に機種

のバリエーションが多く存在するカテゴリーになっておりますので、これら⑫のところは、

先ほどの⑪の青色の部分が指定製品化達成した年度において大括り化してはどうかという

内容でございます。 

 次のところ、最後ですけれども、６つ目のカテゴリーですけれども、中央方式の冷凍冷

蔵機器ということで、こちらにつきましても、左の青い部分につきましては既に設定済み

の内容でございますけれども、今回それ以外の右の部分、先ほど畑下室長のほうからもあ

りましたけれども、③のところにつきましては代替の冷媒がR454Ｃということで、これ

から圧縮機の開発がスタートするところということもありまして、若干時期は少し後ろ倒

しになっておりますけれども、それぞれ②、③、④という形で今回新たに指定製品の設定

を提案させていただきたいというところでございます。 

 ちょっと図等分かりにくいところがあるかもしれませんけれども、以上で説明を終わり

ます。よろしくお願いします。 

○齋藤座長  ありがとうございました。 

 続きまして、資料６の３．の指定製品化に向けて検討してきた分野ということで、事務

局から説明をお願いいたします。 

○畑下室長  また戻りまして、資料６の３．について御説明をいたします。洗浄剤と溶

剤の話でございます。 

 洗浄剤・溶剤は、他の分野に比べてフロン類の使用量は少ないですが、キガリ改正に伴

いＨＦＣ削減の必要性が高まることを踏まえ、2019年の第14回フロンＷＧ以来、指定製

品化の必要性について継続的に検討されてきました。 

 しかし、ＨＦＣ系洗浄剤・溶剤の主原料であるＨＦＣの一部製造が終了したことから、

ＨＦＯ又はＨＦＥへの代替が加速化し、図のとおり、ＨＦＣを原料として購入している洗

浄剤メーカーは、ＨＦＣ系洗浄剤・溶剤の生産量を2025年までに終了することを決定い

たしました。 

 また、洗浄剤・溶剤用途のＨＦＣ全体の消費量も、メーカーの代替技術への転換努力に

よって、キガリの基準値が一層厳しくなる2029年時点では、2019年比９％未満まで削減

される見込みです。これは、2029年の基準限度である2,145万ｔ-ＣＯ２の１％にも満たな

い量であり、洗浄剤・溶剤用途のＨＦＣ消費量がキガリの基準限度を逼迫するおそれはあ
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りません。 

 以上を踏まえますと、ＨＦＣ系洗浄剤・溶剤を指定製品化する必要性は極めて小さいた

め、指定製品化に向けた検討の対象から外します。なお、業界団体及びメーカーを通じて

今回調査した予定数量を超えないかどうか継続的にモニタリングし、必要に応じて状況を

フロンＷＧに報告することといたします。 

 以上が資料６の説明となります。 

○齋藤座長  ありがとうございました。 

 以上の事務局及び日本冷凍空調工業会からの説明に関しまして、御意見・御質問等あり

ます場合にはよろしくお願いいたします。先ほどと同様に挙手ボタンでお知らせください。

順番に御指名いたします。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいです

か。 

 そうしましたら、錫木委員、よろしくお願いいたします。 

○錫木委員  ありがとうございます。御説明もありがとうございます。かなり技術的な

話で、ちょっとそこの部分は難しいところがあるんですけれども、メリット・デメリット

というところで、制度としては大括り化されることで分かりやすくなって、メリットがあ

りそうだと思っておりますが、取り組まれる事業者さんにとってのメリットですとか、逆

にデメリットみたいなものがどのくらいあるけれども、大括りにチャレンジされるのがい

いのかというところを、もしあればお聞きしたいなというのが１点。 

 あと、消費者にとってはあまり縁のあるものではないのかなと。業務用が今回の場合は

多いとは思うんですけれども、消費者・生活者に向けてアピールするとどういった点があ

るのかというところですとか、あと、安全性確保ですとか微燃性冷媒を使うというところ

で、リスクコミュニケーションみたいなことをもし何かされている、あるいは考えられて

いるというようなことがあれば、少しお聞かせいただければと思いまして、２点御質問で

ございます。 

○齋藤座長  そうしましたら、岡田オブザーバーから御回答いただけますでしょうか。 

○岡田オブザーバー  岡田でございます。初めの大括り化によるメリット・デメリット

ですけれども、業務用の冷凍空調機器というのは、メーカーによっても違うんですけれど

も、やはり機種数、機種のいろいろなバリエーションが非常に多種多様で、仕様もかなり

中身によっては大きく違うということがありますので、細分化する場合にはその機種にか

なり絞られてしまうというようなところがございますので、そこは大括りのほうが、いろ
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いろな機種の融通と言うと変なんですけれども、開発の優先順位ですとかそういうところ

というのが比較的とりやすいのかなというふうには思っております。 

 これは、申し訳ないんですけれども、メーカー個社によって考え方がいろいろと違いま

すし開発戦略も違いますので一概には言えないんですけれども、ある程度機種バリエーシ

ョンを広げることで、そういった尤度ができるということが１つあろうかと思います。デ

メリットは、特には多くはないんではないかなというふうには思っております。 

 ２つ目の消費者・生活者にアピールする点があるかということなんですけど、これは正

直言うと、おっしゃるとおり、今回御紹介した製品を実際の消費者の方が、直接何か自分

でこれを買おうとか、このメーカーのやつを買おうとか、そういうことはまずほとんどな

いということで、途中にあります設備業者さん、空調設備の業者さんですとかそういった

ところの方に採用していただくというような、あるいはビルのオーナー様ですとか、そう

いった割と専門的に知見を持たれている方が購入されますので、そういった方々にとって

は、１つは、こういった地球環境温暖化係数の小さい冷媒を使うというところが一つのア

ピールポイントかなというふうには思っております。 

 最後の御質問ですけれども、安全性確保、リスクコミュニケーションですけれども、こ

れは特に今回御紹介した一つにビル用マルチエアコンというのがございます。これは先ほ

どもちょっと御紹介しましたけれども、既にこの１月から２月にかけまして３社ほどから

製品広報発表、年内の発売ということで具体的な製品の姿が見えてきたというところがご

ざいます。 

 これにつきましては、ここに至るまでに約５年ほどかけましていろいろなステークホル

ダー、先ほど申し上げましたビルの設計者、設備の設計者、あるいは施工の方、管理者に

当たる最終の使用者の方みたいな、そういった業界団体あるいは代表の方に集まっていた

だいたステークホルダー会議というのを経済産業省に御指導いただきまして開催をして、

いろいろな安全面に関する課題ですとか、それぞれのステークホルダーでやっていただく

べき役割、こういったところを確認しながら進めてまいっております。 

 ですので、ある程度具体的に、これは会社ごとに異なりますけれども、施工マニュアル

ですとかそういった安全面での注意事項、こういったものについては整理をされてきてお

りますし、私ども業界団体では、業界の範囲内におけます規格類、ガイドラインというも

のを整備いたしまして、漏れのないように今徹底しているというところでございますので、

そういった御理解でいただけるとありがたいと思います。 
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 以上でございます。 

○齋藤座長  事務局はいいですか。事務局からも。 

○畑下室長  補足をさせていただければなと思います。我々が指定製品制度を指定する

際に、もちろんいろいろな要件があるんですけれども、その中で安全性というところが一

つ大きなファクターになります。これについては、先ほど岡田オブザーバーからも御説明

いただいたとおり、関係業界がしっかり安全性のみならず様々な点について御検討いただ

いたものについて、順次、指定製品制度に設定をしていく、追加していっているという制

度でございますので、その辺りについては、関係者にしっかり御理解いただいた上で上市

をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○錫木委員  どうも御説明ありがとうございました。プロからプロ向けというところで、

そこは安心かなと思っております。そこに消費者がどう関わる余地があるのかなと思いま

して少し御質問させていただきましたが、家庭用のエアコンなどもありますので、今後、

また新しい目標に向かってというところに関わっていけるような意識を持てたらなと思い

ました。どうもありがとうございました。 

○齋藤座長  どうもありがとうございます。 

 そうしましたら、高島委員、よろしくお願いいたします。 

○高島委員  JRECO・高島です。日冷工さんの資料で４／８ページ、ここの一番右に

「更新用」ってありますよね。あと、同じく５／８ページ、７／８ページが更新用なんで

すけど、これは、目標設定というのはどのような感じになるのかなということをお聞きし

たいんですが。 

○齋藤座長  では、まず岡田オブザーバーからよろしくお願いします。 

○岡田オブザーバー  ここは、更新用というのは主に何が課題かといいますと、既設の

ビルで既にビル用マルチエアコンが設置されたビルに対しまして、機械そのものが古くな

って買い換えるよといったときに、ビルに対しまして、機械そのものが古くなって買い換

えるよといったときに、室内ユニットと室外ユニット間の配管、これは大体、通常、壁の

中に埋め込んであるタイプになっておりますので、これを換えるとなると非常に建築側の

負担が大きくなるということで、今までのパターンとしましては、配管はそのまま残して

おいて、機械だけ新しいものに換えるという形のものを、更新ということで呼んでおりま

すけれども、この場合の大きな課題は、どういう配管が通っているかというのがビルによ
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って、きちんと設計資料が残っているところはいいんですけれども、中小等につきまして

は必ずしもそういった資料がないと、機械を交換するときに、最初に設置された日にちか

ら相年当月がたっておりますので、配管の経路が後から分からないとなると、必要な冷媒

量ですとか、先ほどちょっとお話がありました安全対策についての課題がなかなかクリア

にならないというところがございますので、ここについてはまた改めて、先ほど申し上げ

ましたステークホルダー会議等を開催して、どういう課題があるのか、どういうところだ

ったらばそういった既設の配管に対応できるのかというのを順次詰めながら、かつ、今回、

新しく今年のうちに数社から新築用の製品が出てまいりますので、その次のステップとい

うことで、指定製品化を構えた活動をまさに開始しようというところであります。 

 ですから、ちょっと今の段階で何年にできるかというところは、なかなか明言は難しい

んですけれども、そういった活動を行いましてこのゾーンをクリアしていこうというふう

に考えております。 

○畑下室長  では、事務局からちょっと補足をさせていただきます。まさに岡田オブザ

ーバーがおっしゃるとおりです。今回指定製品化する例えば⑦、⑧というところをまずは

しっかり導入していって、そういった実績を一つ一つ積み重ねながら、こういった更新用

というものにも適用されるのかどうかというのを、会議のみならずそういった実績を勘案

しながら今後検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○高島委員  高島です。ありがとうございます。なかなか難しいということが分かりま

した。 

○齋藤座長  ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。──ありがとうございます。 

 そうしましたら、もう御質問等ないようでございますので、ここまでにさせていただき

たいと思います。 

 以上のとおりでございまして、議題６でございますが、特段大きな異議等なかったとい

うことで、事務局の提案した案を承認していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、特に異論もないというふうに思いますので、ありがとうございました。そうしま

したら、このような形で進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 そうしましたら、以上をもちまして本日の議事を終了したいと思います。いただきまし
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た御意見等踏まえまして、事務局においては、フロン排出抑制法やオゾン層保護法に基づ

きまして、関係者と連携してフロン政策を進めていただきたいと思います。 

 そうしましたら、司会を事務局のほうにお返しします。よろしくお願いします。 

○事務局（兒玉）  齋藤座長、委員及びオブザーバーの皆様、本日は忌憚のない御意見

をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 今後の予定としましては、本ワーキンググループは年１回程度の開催を予定しておりま

す。それ以前に開催の必要が生じた場合は、委員及びオブザーバーの皆様に御連絡差し上

げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会第19回フロ

ン類等対策ワーキンググループを終了いたします。ありがとうございました。 

 

                                 ──了──   


